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表紙「世界人権宣言啓発書画・第17条」 提供：公益財団法人人権擁護協力会

こ ぎ たいほう

世界人権宣言啓発書画は，日本の書道家小木大法氏とブラジルの画家オタビ
オ・ロス氏が，世界人権宣言に示された人類の英知に感動し，生き生きと，は
つらつと生きている人をたたえる人間賛歌として受け止め，その感動を芸術的
に表現しようとしたものです。
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人権教育・啓発白書の刊行に当たって

法務大臣

文部科学大臣

平成３０年は，国連における世界人権宣言の採択及び我が国の人権擁護委員
制度の創設から７０周年を迎える記念すべき年でした。
そして，時代は令和となり，東京オリンピック・パラリンピック競技大会

の開催を控え，未来に向けて社会全体で人権問題に取り組もうとする機運が
かつてなく高まっています。
しかし，一方で，我が国の未来そのものである子どもが亡くなる痛ましい

児童虐待事案が相次いで発生しているほか，いじめや体罰等の子どもの人権
侵害事案も依然として後を絶ちません。これに加え，インターネットを悪用
した人権侵害，障害等を理由とする偏見や差別，いわゆるヘイトスピーチを
含む外国人に対する人権侵害，同和問題（部落差別），セクシャル・ハラス
メント等の解決すべき人権問題も多数存在しています。
このような状況にあって，私たちは，我が国が来年の東京オリンピック・

パラリンピック競技大会の開催国となることを契機として，スポーツやボラ
ンティアなどの様々な活動を通じて人権教育及び人権啓発を実施し，相互に
人格と個性を尊重する「心のバリアフリー」を更に推進することにより，多
様な主体が互いに連携し，支え合う共生社会を実現して，将来へのレガシー
として継承していきたいと考えています。
政府は，平成１４年３月に策定した「人権教育・啓発に関する基本計画」（平
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成２３年４月一部変更）に基づき，国民の一人一人が人権に関する正しい知識
と日常生活の中で生かされるような人権感覚を身に付けることができるよ
う，学校，地域，家庭，職場その他の様々な場を通じて，各種人権課題の解
決に向けた施策に取り組んでまいりました。
今後とも，国民の皆様の人権を守るために，人権教育及び人権啓発に関す

る施策を推進してまいります。
本白書は，「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づく年次報
告であり，政府が平成３０年度に講じた人権教育及び人権啓発に関する施策に
ついて取りまとめたものです。今回，より分かりやすくするために，初めて
特集を組み，テーマとして「児童虐待防止のための取組」を取り上げるとと
もに，現代的課題として６つのトピックス「学校における人権教育の取組」，
「企業と人権に関する法務省の人権擁護機関の取組」，「SDGs達成に向けた
我が国の取組」，「認知症に関する我が国の取組」，「新たな外国人材の受入
れ」及び「肝炎ウィルス感染者への偏見や差別の問題」を掲載しています。
本白書は，平成１４年度に刊行して以来１７回の平成版を刊行してきました

が，今回の白書から令和版となります。本白書により，人権教育及び人権啓
発に関する施策の状況について多くの方々に御理解いただき，今後，人権に
ついて一層理解を深めるきっかけにしていただければ幸いです。

令和元年６月
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はじめに

我が国においては，基本的人権の尊重を基本理念の一つとする「日本国憲法」（以下「憲
法」という。）の下で，国政の全般にわたり，人権に関する諸制度の整備や諸施策の推進
が図られてきた。それは，憲法のみならず，戦後，国際連合（以下「国連」という。）に
おいて作成され，現在，我が国が締結している人権諸条約等の国際準則にものっとって行
われている。また，我が国では，長年にわたり，国，地方公共団体と人権擁護委員を始め
とする民間のボランティアとが一体となって，地域に密着した地道な人権擁護活動を積み
重ねてきた。その成果もあって，人権尊重の理念が広く国民に浸透し，基本的には人権を
尊重する社会が築かれているということができる。
一方で，人権課題の生起がやむことはなく，近年の急速な情報通信技術の進展や外国人

の入国者数の増加等による情報化や国際化に加えて，晩婚化や平均寿命の伸長その他の原
因による少子化や高齢化等により，我が国社会が急激な変化にさらされる中，インター
ネット上の人権侵害，外国人の人権問題，子どもの人権問題，障害のある人や高齢者の人
権問題等が関心を集めることとなっている。
法務省の人権擁護機関は，「人権侵犯事件調査処理規程」（平成１６年法務省訓令第２号）

に基づき，人権侵害を受けた者からの申告等を端緒に人権侵害による被害の救済に努めて
いるところである。平成３０年に法務省の人権擁護機関が新規に救済手続を開始した人権侵
犯事件数は１万９，０６３件であり，近年，１万９，０００件から２万件前後で推移している。この
人権侵犯事件数の類型別の内訳を見ると，住居・生活の安全関係事案が３，７３０件（１９．６％）
と最も多く，次いで，学校におけるいじめ事案が２，９５５件（１５．５％），暴行・虐待事案が
２，７４９件（１４．４％），強制・強要事案が２，２８１件（１２．０％）などとなっている。中でも，イ
ンターネット上の人権侵害情報に係る事件数が引き続き高い水準で推移しているなど，近
時の人権問題の傾向がうかがえる（資―２９頁参照）。
特に，子どもの人権に関しては，文部科学省が行った平成２９年度「児童生徒の問題行

動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば，小・中・高等学校における，
暴力行為の発生件数は６万３，３２５件と依然として憂慮すべき状況が見られ，また，小・
中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は，４１万４，３７８件となり，いじ
めによる重大な被害が生じた事案も引き続き発生しているなど，教育上の大きな課題と
なっている。さらに，全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数も，平成
２９年度には１３万３，７７８件となるなど，増加の一途をたどっていることに加え，被害児童が
死亡するなどの深刻な結果に至った虐待事案も相次いで発生しているところである。
このような状況の下，政府では，府省庁間の連携を図りながら，国民に対する人権教
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育・啓発活動を更に推進している。
学校教育においては，学校の教育活動全体を通じた人権教育の一層の充実等，人権尊重

の意識を高める取組を行うとともに，社会教育においては，国や大学が実施する社会教育
主事等を対象とした講習や研修を通じて，多様な人権課題に対応できる指導者の育成及び
資質の向上を図っている。
また，国民が人権について正しい認識を持ち，それらの認識が，日常生活の中での態度

面，行動面等に確実に根付くことにより，人権侵害のない社会が実現されるよう，法務省
の人権擁護機関が，関係府省庁や地方公共団体等と連携しつつ，様々な啓発活動等に取り
組んでいる。
一方，「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措

置法」（平成２７年法律第３３号）第１３条に基づき平成２７年１１月２７日に閣議決定された「２０２０
年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策
の推進を図るための基本方針」４⑷②「ユニバーサルデザイン・心のバリアフリー」にお
いて，高齢化が進展する中で，障害のある人及び高齢者にとどまらず，全ての人々の社会
参加を促進し，活躍の機会を増やすため，パラリンピック競技大会の開催を通じて，誰も
が安全で快適に移動できるユニバーサルデザインの考えに基づいた街づくりを推進すると
ともに，障害の有無等にかかわらず，誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「心のバ
リアフリー」を推進することにより，共生社会の実現につなげるものとされている。
この方針を踏まえ，２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京大

会」という。）を契機として，全国において，「心のバリアフリー」やユニバーサルデザイ
ンの街づくりを推進し，大会以降のレガシーとして残していくため，様々な障害者団体等
の参画を得て，平成２９年２月，ユニバーサルデザイン２０２０関係閣僚会議を開催し，「ユニ
バーサルデザイン２０２０行動計画」を決定した。また，平成３０年１２月に開催した第３回関係
閣僚会議において，施策の更なる進展を図り，取組の加速化を確認するとともに，障害者
の視点を施策に反映させる枠組みとして，構成員の過半数を障害のある人や，その支援団
体が占める「ユニバーサルデザイン２０２０評価会議（第１回）」を設置・開催した。
これらを契機として，障害のある人の人権を始めとする各種人権課題に，なお一層積極

的に取り組んでいく必要がある。
本書は，平成３０年度において各府省庁が取り組んだ人権教育・啓発の施策を「人権教育

及び人権啓発施策」として取りまとめ，国会に報告するものである。
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